
 

 

令和２年度 事業計画 

 我が国は、現在、労働力不足、地域活力の低下、社会保障費の増大など

様々な課題を抱えています。  

とりわけ労働市場での人手不足は長く続いており、その対策として国は、

「生涯現役社会」の実現を図ることが益々重要であるとしています。そし

て、「７０歳までの就業機会確保を企業の努力義務」とする高齢者雇用安

定法などの改正案を閣議決定しました。また、「働き方改革実行計画」に

おいて、「シルバー人材センターなどが高齢者のニーズに応じた多様な就

労機会を提供する。」とされており、シルバー人材センターの果たす役割

の重要性が一層大きなものとなっています。 

その役割を十分果たすためには、全国シルバー人材センター事業協会が

平成３０年度に策定した「第２次会員１００万人達成計画」の目標を達成

する会員拡大と多様な就業ニーズに応じ働く機会を提供することが、重要

となっています。 

瀬戸市シルバー人材センター（以下「センター」という。）の今年度末

の会員数、１月末の契約金額ともに昨年同期に比べ上回っています。令和

２年度もセンターの地域における存在意義を高め、積極的な事業運営を行

うため、普及啓発委員会を発足するとともに、特に女性会員拡大を目指し

て女性委員会を設置し、活動推進とさらなる事業拡大に取り組みます。 

また、会員の多様な就業ニーズに対応できるよう新たな分野の就業機会

の開拓に取り組み、「自主・自立、共働・共助」の基本理念に基づき、セ

ンターが活力ある高齢者の地域活動拠点として、地域貢献を果たし地域社

会から信頼されるセンターの実現に向け、本事業の推進に努めてまいりま

す。 

 

事業実施計画  

⑴   就業機会の確保と提供事業 

会員の就業機会の拡充を図るため、公共、一般家庭、事業所のほか市

内各種関係団体等に対する就業機会の確保及び開拓に努め、高齢者の多

様なニーズに応えることができ、高齢者にふさわしい仕事を請負又は委

任により引き受け会員に提供する。 

 

 

⑵   指定管理事業 

瀬戸市の公の施設である「瀬戸市高齢者生きがい活動施設」を指定管

理業務として運営管理することを通じて会員や利用者の健康増進を図る。 

 

 



 

 

⑶ 労働者派遣事業 

高齢者の希望する多様な就業形態に対応するため、愛知県シルバー人

材センター連合会の瀬戸市事務所として労働者派遣事業を推進し、会員

の就業機会の確保・拡充を図る。 

 

 

⑷ 職業紹介事業 

高齢者の多様な職業形態の一つとして、高齢者に雇用の機会を提供す

る職業紹介事業を実施する。 

 

 

⑸ 知識及び技能の向上を目的とした講習の実施事業 

会員等の知識及び技能の向上を図るとともに、就業中の安全や自身の

健康管理に対する意識を高め、さらには適正な就業を推進するため、会

員を対象とした研修や講習会を実施する。 

 

 

⑹ 調査研究及び相談事業 

① 愛知県シルバー人材センター連合会、尾東地区シルバー人材センタ

ー事務連絡協議会等と連携し、各種情報の把握をするとともに、市及

び関係団体とも連携を密にして、事業発展拡充のための調査研究を行

う。 

② 入会を希望する高齢者を対象に毎月（３回）入会説明会を開催し、

会員数の拡大を図るとともに、会員のための就業相談等を行い、会員

の希望や適性を考慮したうえで、会員に対し就業等に関する情報を提

供するように努める。 

 

 

⑺ 安全・適正就業推進事業 

①  就業職群別に安全・適正就業講習会を開催し、就業時の安全対策 

意識の向上と適正就業基準の周知を図り、就業中及び就業途上等の事

故防止及び適正就業の推進に努める。 

② 安全・適正就業委員会を開催し、安全・適正就業対策実施計画の企

画、立案とともに、これまでの事故状況を分析し再発防止対策やその

他事前の事故防止対策を構築し、講習会等において安全対策の徹底を

図る。また、安全就業パトロールを実施し、会員に注意を促す等によ

り安全に対する意識の向上を図る。 

③ 会員自らが健康管理に努めるよう、健康診断の受診を推奨する。  

 

 



 

 

⑻ センター活動等について周知を図る事業  

①   市広報誌、ホームページ、パンフレット等により、市民、企業の

方がセンターの事業への理解を深めるとともに、新規入会希望者や

就業機会の拡大を図るため普及啓発に努める。 

② 普及啓発委員会を設置し、シルバー人材センター事業普及啓発促進

月間（毎年１０月）におけるＰＲ活動、市主催のイベントにおけるＰ

Ｒコーナーの設置ほか、ボランティア活動への参加などを行い、セン

ターの事業内容を広く市民にＰＲし、センターに対する信頼と理解を

得るための活動を行う。  

③ 広報委員会を設置し、会報を編集及び発行することにより、会員及

び地域住民に対し普及宣伝を行う。  

 

 

⑼ 事業推進体制等 

①   居住地単位で会員による地域班を設置し、センターと会員間との

連絡体制を強化するとともに、会員相互の親睦を図り、地域社会へ

貢献する。 

②   女性会員の拡大を図るとともに、女性会員の活動推進のため、女

性委員会を設置し、会員拡大の方法、活動の推進等について検討す

る。 

③ センターの安定的な運営のため、補助金の確保、受注拡大による自

主財源の確保、事務事業の効率化に努める。  

④ センター運営の中心となる理事会と各種委員会活動との連携を図り、

会員の多様なニーズに対応できる理事会活動に努める。また、各種委

員会が事業運営へ積極的に参画できるよう努める。 


